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１．定款 

 

２．役員等報酬規程 

 

３．福祉・介護職員等処遇改善加算に係る情報公開 



























処遇改善に関する加算算定に係る「見える化要件」について 

 

社会福祉法人玉医会 

 

●福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件 

 

（１）下記のキャリアパス要件を満たすこと 

①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること 

②資質向上の目標や具体的な計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保するこ

と 

③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を

判定する仕組みを設けること 

④経験・技能のある障害福祉人材のうち１人以上は賃金改善後の賃金額が年額 440 万

円以上であること 

 

（２）処遇改善加算の職場環境等要件について、「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキ

ャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康

管理」「生産性向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの構成」の６つの区

分から任意で３つの区分を選択し、選択した区分でそれぞれ１つ以上の取組を行うこと 

 

（３）処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等を通じた見える化を行って

いること 

 

（４）新加算Ⅳ相当の加算額の２分の１以上を、月給（「基本給」又は「決まって毎月支払

われる手当」）の改善に充てること 

 

 

●福祉・介護職員等処遇改善加算等の算定状況 

 

 ・処遇改善加算Ⅰ 算定 

 

 

 


